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令和５年分　確定申告／市民税・県民税申告日程令和５年分　確定申告／市民税・県民税申告日程

※各申告会場の入口は午前８時 25 分に開錠します。※各申告会場の入口は午前８時 25 分に開錠します。
※親園地区・佐久山地区・金田南地区にお住まいの方の申告相談会については、湯津上庁舎での受付となります。※親園地区・佐久山地区・金田南地区にお住まいの方の申告相談会については、湯津上庁舎での受付となります。
※２月 19 日※２月 19 日㊊㊊の須賀川出張所、２月 22 日の須賀川出張所、２月 22 日㊍の㊍の両郷出張所は、午前の部のみの受付となります。両郷出張所は、午前の部のみの受付となります。
※混雑を軽減するため、受付日と会場を指定しました。例年、午前中や各会場初日が大変混み合います。でき※混雑を軽減するため、受付日と会場を指定しました。例年、午前中や各会場初日が大変混み合います。でき

るだけ指定された日にお越しください。るだけ指定された日にお越しください。

税務課　本２階
０２８７（２３）８７２５確定申告／市民税・県民税申告のご案内

申告が必要な方申告が必要な方

　令和６年１月１日に大田原市に住民票があり、
▶令和５年中に事業所得や地代・家賃などの不動産所得、土地などの譲渡所得、その他所得があった方
▶給与所得がある方で、「給与支払報告書」が勤務先から市税務課に送付されていない方（勤務先に確認してく

ださい）や令和５年中に退職した方
▶給与所得のみで、医療費控除、寄附金控除などを受けようとする方
▶年金所得のみで、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などの控除を追加する方
▶国民健康保険や後期高齢者医療保険、介護保険の加入者で、下記「申告が不要な方」に該当しない方（なお、

国民健康保険加入の被扶養者は収入が皆無でも保険税が軽減される場合がありますので、必ず申告してく
ださい）

　昨年度、市民税・県民税の申告をされた方には、通知を送付しますが、通知を受け
ていなくても、次のような方は申告をしてください。なお、昨年度、確定申告をした
方には、税務署から「確定申告のお知らせ」はがきが届きます。

その他申告が必要な場合その他申告が必要な場合
　児童扶養手当、保育園の入園などの手続
きをする方や、市営住宅に入居している方
は、所得の状況を示した各種証明書の提出
が必要になる場合があります。これらの証
明書の交付を受けるためには申告してある
ことが必要です。

申告が不要な方申告が不要な方
▶税務署に所得税の確定申告をする方
▶昨年の所得が年末調整をした給与所得のみの方（控除の追加

がある方を除く）
▶昨年の所得が年金所得のみの方（控除の追加がある方を除く）
※給与所得、年金所得ともに、給与支払者または年金保険者か

ら給与、年金支払報告書が市に届いている場合に限ります。

期　日
大田原地区

期　日
黒羽・湯津上地区

場　所 午前の部
8:30 ～ 11:00

午後の部
13:00 ～ 15:30 場　所 午前の部

8:30 ～ 11:00
午後の部

13:00 ～ 15:30
２月16日㊎ 野崎地区

公民館
（野崎研修
　センター）

下石上・野崎 ２月16日㊎ 須賀川
出張所

須佐木 須佐木・南方

19日㊊ 上石上 薄葉・平沢 19日㊊ 須賀川・川上・雲岩寺

20日㊋ 薄葉 20日㊋
両郷出張所
（両郷地区

コミュニティ
センター）

久野又 河原

21日㊌

金田北地区
公民館

中田原 21日㊌ 両郷・川田 中野内・大久保

22日㊍ 中田原・町島・
荒井・岡

戸野内・練貫・
乙連沢 22日㊍ 大輪・寺宿・

木佐美
26日㊊ 市野沢 今泉・羽田 26日㊊

湯津上庁舎

北滝 片田

27日㊋ 富池・小滝 小滝 27日㊋ 亀久 矢倉・蛭田

28日㊌

市役所
本庁舎

（１階市民協
働ホール）

富士見 山の手・城山 28日㊌ 蛭田 湯津上

29日㊍ 紫塚 元町・新富町 29日㊍ 湯津上

３月１日㊎ 末広 中央・本町 ３月１日㊎ 狭原 佐良土

 ４日㊊ 美原 美原・住吉町  ４日㊊ 佐良土

 ５日㊋ 浅香 浅香・若松町  ５日㊋ 蛭畑

 ６日㊌ 若草・加治屋 加治屋  ６日㊌ 片府田 新宿・小船渡

 ７日㊍
湯津上庁舎

（親園地区※）

親園 親園・荻野目  ７日㊍

黒羽庁舎

堀之内 黒羽田町

 ８日㊎ 花園・実取 実取  ８日㊎ 前田 前田・八塩

11日㊊ 滝沢・滝岡 宇田川 11日㊊ 北野上

12日㊋ 湯津上庁舎
（佐久山地区※）

佐久山 12日㊋ 黒羽向町

13日㊌ 大神・藤沢 福原 13日㊌ 余瀬 大豆田

14日㊍
湯津上庁舎

（金田南地区※）

北金丸 北金丸・奥沢・倉骨 14日㊍ 蜂巣 桧木沢

15日㊎ 南金丸 上奥沢・鹿畑・
北大和久・赤瀬 15日㊎ 寒井

※受付時間が前年と異なりますので、ご注意ください。



湯湯津上庁舎 黒黒羽庁舎 体県立県北体育館本本庁舎
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申告に必要な書類（忘れずにお持ちください）申告に必要な書類（忘れずにお持ちください）
【共通】
▶本人確認書類（運転免許証など）および個人番号確認書類 ( マイナンバーカード、通知カードまたは個人番
号記載の住民票の写し )
▶預金通帳 ( 口座番号が確認できるもの。所得税が還付の場合必要となります )
▶確定申告のお知らせはがき（税務署から送付があった方のみ）
【各種所得がある方】
▶給与・年金所得がある方は、源泉徴収票
▶事業（営業・農業）所得がある方は、収支内訳書（農業所得の申告については下記参照）
▶不動産所得がある方は、固定資産税の課税証明書または税務課発行の申告用名寄公課資料（無料）など
▶その他所得を証明できる書類
【所得控除を受けたい方　該当するものがある場合のみ】
・生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国
民年金保険料などの領収書または支払証明書
・身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書
・寄附先から交付を受けた寄附金受領書など
・医療費控除を受ける方は、医療費の領収書や補てん金（高額療養費・医療保険などで戻ってきた金額）を確
認できる書類またはそれらをまとめた医療費控除の明細書
※医療費控除の事前準備として、令和５年中に支払った医療費の領収書を個人別・病院別に分け、医療費総
額を計算してきてください。
※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、領収書などと一定の取り組み（インフルエンザ予防
接種など）を行ったことを明らかにする書類をお持ちください。

▶申告期間中は、職員が各申告会場へ出張しているため、
税務課窓口や各支所の窓口では申告できません。必ず
指定会場・日時で申告してください。（ただし、収入
のない方の申告については、税務課窓口でも受け付け
ます。）
▶受付時間…①午前の部：午前８時 30 分～ 11 時
　　　　　　②午後の部：午後１時～３時 30 分
※午後３時 30 分以降は受付できません。
▶市の各申告会場では、以下の税目の申告受け付けは
行っていません。直接税務署で申告してください。
　消費税・贈与税・相続税・青色申告・国外収入の申告・
その他職員が特殊な申告と判断したもの

農業所得を申告するとき農業所得を申告するとき
　事前に収支内容をまとめてお持ちください。収支内容をまとめていないと、実際にかかった経費を認め
ることができなくなり、思いがけない課税が発生する場合があります。日ごろから記帳するよう心がけ、
スムーズに申告ができるよう事前準備をお願いします。
●持ち物
・収支内訳書または収支内容をまとめたノートなど
・根拠となる領収書（レシートも可）
・米、農産物などの販売数量、販売金額が記載され
た明細

・農業に関する交付金・助成金などの通知
・通帳（令和５年１月～12月の取引内容が記載され
ているもの）
※取得価額が 10 万円以上の農業用資産を事業用と
して新たに取得したり他から転用した場合は、取
得価格がわかるもの（減価償却の方法により経費
計上することとなりますので、農機具などの名称、

取得年月、取得価格を確認しておいてください。
農業用資産を廃棄・売却した場合は廃棄・売却年
月を確認しておいてください。）
※経費として認められるものはあくまで農業をする
上で負担したもののみです。毎年、家庭用で支払っ
たものを含めて経費計上する方も見られますの
で、ご注意ください。
※農地を貸し付け、小作料として現金やお米で受け
取る場合は、農業所得ではなく「不動産所得」とし
て申告が必要になります。その場合、貸地にかか
る固定資産税や土地改良費を負担していれば経費
となります。

申告するときの注意事項申告するときの注意事項 収入のない方の申告
　前年中に収入が皆無であった方または非課税
収入（遺族年金、障害年金、雇用保険の失業給
付など）のみを受給していた方は、申告書に必
要事項を記入の上、税務課窓口に直接お持ちい
ただくか、郵送で提出してください。

◎市HPで市民税・県民税申告書の様式をダウ
ンロードできます。記載例も参照できます。
市公式HP上段のサイト内で検索

住民税申告書
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大田原税務署からのお知らせ 問大田原税務署　　０２８７（２２）３１１５

確定申告は自宅からスマホ・パソコンで利用できる e-Tax・スマホ申告が便利です確定申告は自宅からスマホ・パソコンで利用できる e-Tax・スマホ申告が便利です
　国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」を用いて、確定
申告会場に出向かなくても、マイナンバーカードをお持
ちの方はマイナンバーカード対応のスマホまたは IC カー
ドリーダライタを利用して、e-Tax で申告書を提出でき
ます。また、印刷して郵送などで税務署に提出すること
もできます。マイナンバーカードをお持ちでない方は、
お早めの取得をお願いします。感染防止の観点からも、

ぜひご自宅から e-Tax をご利用ください。
《確定申告などに関する問い合わせ》
　国税庁HP「確定申告特集」をご覧ください。
《e-Tax・作成コーナーの操作などに関する問い合わせ》
　e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
　 ０５７０（０１）５９０１
　【受付】㊊～㊎（㊗および 12 月 29 日～１月３日を除く）

所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場　開設所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場　開設
●会場　大田原税務署　別館２階会議室
●日時　２月16日㊎～３月15日㊎（㊏㊐㊗を除く）
　午前８時30分～午後４時（相談開始は午前９時から）
　確定申告会場の入場には、当日配付または国税庁 LINE 公
式アカウントから事前に取得した入場整理券が必要です。

※スマホをお持ちの方は、確定申告会場において、基本
的にスマホを利用して申告書を作成していただきます。

※マイナンバーカードを利用して申告する場合は、併せ
てパスワード（数字４桁および英数字６～ 16 桁）がわ

かるようにしてお越しください。
※入場整理券の配布状況により、午後４時前であっても、
相談受付を終了する場合がありますので、国税庁 LINE
公式アカウントでの入場整理券の事前発行をおすすめ
します。

※必要書類が不足している場合は、
確定申告ができません。事前に必
要書類の確認をしてください。 〈国税庁 LINE

公式アカウント〉

確定申告で医療費控除を受ける国民健康保険の方へ確定申告で医療費控除を受ける国民健康保険の方へ
　確定申告で医療費控除を受ける際は、年間に支払った
医療費から、高額療養費などの保険給付を受けた金額を
差し引いて申告する必要があります。
　「医療費のお知らせ」は確定申告で医療費控除を受ける
際に添付書類として使用できます。令和５年１月～ 12月
に国民健康保険で受診した「医療費のお知らせ」について
は１月～10月診療分を２月上旬に発送する予定です。11

月と12月診療分については、ご自身で保管している領
収書に基づいて申告してください。
　なお、医療費控除を受けた領収書は５年間の保管義務
がありますので、大切に保管してください。
　「医療費のお知らせ」通知を紛失した場合は再発行が可
能です。
国保年金課　本２階　 ０２８７（２３）８８５７

障害者控除対象者認定書の発行障害者控除対象者認定書の発行

問高齢者幸福課　　３階　　０２８７（２３）８７４０本

給与給与・・賃金などを支払った方へ賃金などを支払った方へ

　令和５年中に給与・賃金など（専従者給与、パート・
アルバイト代を含む）を支払われた方は、給与の支払い
を受けた方の令和６年１月１日現在で住民票のある市町
村に、給与支払報告書を提出することが法令で義務付け
られています。
　給与支払報告書は、給与所得者にとって市県民税の申
告に代わる重要な資料となりますので、必ず期限までに
提出してください。また、提出期限直前は大変混雑しま
すので、給与支払報告書の早期提出にご協力ください。

●提出期限　１月 31 日㊌
●提出書類　給与支払報告書（総括表、個人別明細書、
普通徴収切替理由書※）

※普通徴収に切り替える場合には提出が必要です。切替理
由書は総括表と合わせて市から送付しています。届いて
いない場合には市HPからダウンロードしていた
だくか、下記へご連絡ください。提出方法の詳
細は、総括表の裏面や市HPをご覧ください。

～給与支払報告書の提出について～

　税務課　　２階　　０２８７（２３）８７２５本

　障害者手帳をお持ちでない方でも、65 歳以上の要介護認定者の方で障害者手帳を持っている人と同程度の障害
があると認定された方（認定基準あり）は、税の申告の際に、障害者控除対象者認定書を提出することで障害者控除

を受けることができます。認定書が必要な方は、下記窓口で申請してください。
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